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○
放
送
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
六
十
三
号
）
（
第
一
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

（
出
資
の
対
象
） 

第
二
条 

法
第
二
十
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。 

一
～
十
四 

（
略
） 

（
出
資
の
対
象
） 

第
二
条 

法
第
二
十
二
条 

 
 

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。 

一
～
十
四 

（
同
上
） 

（
資
料
の
提
出
） 

第
八
条 

法
第
百
七
十
五
条
（
法
第
八
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
協
会
、
放
送
事
業
者
（
協

会
及
び
小
規
模
施
設
特
定
有
線
一
般
放
送
事
業
者
（
法
第
百
三
十
四
条
第

二
項
に
規
定
す
る
小
規
模
施
設
特
定
有
線
一
般
放
送
事
業
者
を
い
う
。
第

四
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
、
基
幹
放
送
局
提
供
事

業
者
、
媒
介
等
業
務
受
託
者
（
法
第
百
五
十
条
に
規
定
す
る
媒
介
等
業
務

受
託
者
を
い
う
。
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
有
料
放
送
管
理
事
業
者

（
法
第
百
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
料
放
送
管
理
事
業
者
を
い
う

。
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
認
定
放
送
持
株
会
社
に
対
し
資
料
の

提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。 

一 

協
会 

次
に
掲
げ
る
事
項 

イ
～
ヘ 

（
略
） 

ト 

法
第
六
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
信
契
約
に
関
す
る
事
項 

チ 

（
略
） 

二
～
八 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
資
料
の
提
出
） 

第
八
条 

（
同
上
） 

          

一 

（
同
上
） 

イ
～
ヘ 

（
同
上
） 

ト 
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る 

 

受
信
契
約
に
関
す
る
事
項 

チ 
（
同
上
） 

二
～
八 
（
同
上
） 

２ 

（
同
上
） 
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○
電
波
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
七
号
）
（
第
二
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

（
定
義
等
） 

第
一
条 

（
略
） 

一
～
四 

（
略
） 

五 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
基
幹
放
送
局
」
と
は

、
電
波
を
利
用
し
て
、
静
止
し
、
又
は
移
動
す
る
事
物
の
瞬
間
的
影
像
及
び
こ

れ
に
伴
う
音
声
そ
の
他
の
音
響
を
送
る
基
幹
放
送
局
（
文
字
、
図
形
そ
の
他
の

影
像
（
音
声
そ
の
他
の
音
響
を
伴
う
も
の
を
含
む
。
）
又
は
信
号
を
併
せ
送
る

も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。 

２ 

（
略
） 

３ 

空
中
線
電
力
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
未
満
の
多
重
無
線
設
備
（ 

 
 
 
 
 
 
 

適

合
表
示
無
線
設
備
を
除
く
。
）
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
基
幹
放
送

局
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
を
除
く
。
）
の
送
信
機
で
五
〇
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
上
の
周
波

数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
こ
の
政
令
の
適
用
に
関
し
て
は
、
空
中
線
電
力

五
〇
〇
ワ
ッ
ト
（
移
動
す
る
無
線
局
に
係
る
も
の
で
空
中
線
電
力
五
〇
ワ
ッ
ト
未

満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
空
中
線
電
力
五
〇
ワ
ッ
ト
）
の
送
信
機
と
み
な
す
。 

（
削
る
） 

    

４ 

（
略
） 

（
定
義
等
） 

第
一
条 

（
同
上
） 

一
～
四 

（
同
上
） 

五 

「
基
幹
放
送
局
」
と
は
、
電
波
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二

項
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
局
を
い
い
、
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
基
幹
放
送
局
」
と
は

、
電
波
を
利
用
し
て
、
静
止
し
、
又
は
移
動
す
る
事
物
の
瞬
間
的
影
像
及
び
こ

れ
に
伴
う
音
声
そ
の
他
の
音
響
を
送
る
基
幹
放
送
局
（
文
字
、
図
形
そ
の
他
の

影
像
（
音
声
そ
の
他
の
音
響
を
伴
う
も
の
を
含
む
。
）
又
は
信
号
を
併
せ
送
る

も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。 

２ 

（
同
上
） 

３ 

空
中
線
電
力
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
未
満
の
多
重
無
線
設
備
（
法
第
四
条
第
二
号
の
適

合
表
示
無
線
設
備
を
除
く
。
）
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
基
幹
放
送

局
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
を
除
く
。
）
の
送
信
機
で
五
〇
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
上
の
周
波

数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
こ
の
政
令
の
適
用
に
関
し
て
は
、
空
中
線
電
力

五
〇
〇
ワ
ッ
ト
（
移
動
す
る
無
線
局
に
係
る
も
の
で
空
中
線
電
力
五
〇
ワ
ッ
ト
未

満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
空
中
線
電
力
五
〇
ワ
ッ
ト
）
の
送
信
機
と
み
な
す
。 

４ 

空
中
線
電
力
一
ワ
ッ
ト
を
超
え
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
電
話
の
送
信
機
で
九
〇

三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
九
〇
五
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も

の
（
法
第
四
条
第
二
号
の
適
合
表
示
無
線
設
備
の
み
を
使
用
す
る
無
線
局
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
政
令
の
適
用
に
関
し
て
は
、
空
中
線
電
力
一
ワ
ッ
ト

の
送
信
機
と
み
な
す
。 

５ 

（
同
上
） 
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（
無
線
局
の
免
許
申
請
手
数
料
） 

第
二
条 

電
波
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
免
許
を
申
請

す
る 
者
が
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
無
線
局
の
種
別
及
び
そ

の
基
本
送
信
機
の
規
模
に
従
い
、
次
の
表
に
よ
る
額
と
す
る
。 

表 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
十
五
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
簡
易
な

手
続
に
従
い
、
法
第
二
十
七
条
の
十
五
第
三
項
の
認
定
計
画
に
従
つ
て
開
設
す
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特
定
基
地
局
の
免
許
（
再
免
許
を
除
く
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
申
請
を
す
る
者
が
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額

は
、
そ
の
基
本
送
信
機
の
規
模
に
従
い
、
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と

す
る
特
定
基
地
局
の
免
許
を
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
次
の
甲
表
に
よ
る
額
と

し
、
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

を
す
る
特
定
基
地
局
の
免
許
を
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
次
の
乙
表
に
よ
る
額

と
す
る
。 

甲
表 

（
略
） 

乙
表 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

（
無
線
局
の
免
許
申
請
手
数
料
） 

第
二
条 

法
第
六
条 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
規
定
に
よ
る
免
許
の
申
請

を
す
る
者
が
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
無
線
局
の
種
別
及
び
そ

の
基
本
送
信
機
の
規
模
に
従
い
、
次
の
表
に
よ
る
額
と
す
る
。 

表 

（
同
上
） 

２ 

（
同
上
） 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
十
五
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
簡
易
な

手
続
に
従
い
、
法
第
二
十
七
条
の
十
四
第
三
項
の
認
定
計
画
に
従
つ
て
開
設
す
る

法
第
二
十
七
条
の
十
二
第
一
項
の
特
定
基
地
局
の
免
許
（
再
免
許
を
除
く
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
申
請
を
す
る
者
が
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額

は
、
そ
の
基
本
送
信
機
の
規
模
に
従
い
、
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と

す
る
特
定
基
地
局
の
免
許
を
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
次
の
甲
表
に
よ
る
額
と

し
、
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二

号
）
第
二
条
第
十
四
号
の
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
す
る
特
定
基
地
局
の
免
許
を
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
次
の
乙
表
に
よ
る
額

と
す
る
。 

甲
表 

（
同
上
） 

乙
表 

（
同
上
） 

４ 

（
同
上
） 

（
開
設
計
画
の
認
定
申
請
手
数
料
） 

第
七
条 

法
第
二
十
七
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
申
請
す
る
者
が
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
三
七
、
一
〇
〇
円
（
移
動
受
信
用
地

上
基
幹
放
送
を
す
る
特
定
基
地
局
に
係
る
開
設
計
画
の
認
定
を
申
請
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
一
七
四
、
一
〇
〇
円
）
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

（
開
設
計
画
の
認
定
申
請
手
数
料
） 

第
七
条 

法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
申
請
す
る
者
が
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
三
七
、
一
〇
〇
円
（
移
動
受
信
用
地

上
基
幹
放
送
を
す
る
特
定
基
地
局
に
係
る
開
設
計
画
の
認
定
を
申
請
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
一
七
四
、
一
〇
〇
円
）
と
す
る
。 

２ 

（
同
上
） 
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（
無
線
局
の
登
録
申
請
手
数
料
） 

第
八
条 

法
第
二
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
申
請
す
る
者
が

納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
二
、
三
〇
〇
円
（
再
登
録
を
申
請
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
、
四
五
〇
円
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
情
報
通
信
技
術
活

用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
し
て
登
録
を
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
、
七
〇
〇
円
（
再
登
録
を
申
請

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
、
〇
五
〇
円
）
と
す
る
。 

（
無
線
局
の
登
録
申
請
手
数
料
） 

第
八
条 

法
第
二
十
七
条
の
十
八
第
一
項 

の
規
定
に
よ
る
登
録
を
申
請
す
る
者
が

納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
二
、
三
〇
〇
円
（
再
登
録
を
申
請
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
、
四
五
〇
円
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
情
報
通
信
技
術
活

用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
し
て
登
録
を
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
、
七
〇
〇
円
（
再
登
録
を
申
請

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
、
〇
五
〇
円
）
と
す
る
。 

第
九
条 

法
第
二
十
七
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
申
請
す
る
者
が

納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
二
、
九
〇
〇
円
（
再
登
録
を
申
請
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
、
八
五
〇
円
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
情
報
通
信
技
術
活

用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
し
て
登
録
を
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
、
一
五
〇
円
（
再
登
録
を
申
請

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
、
四
〇
〇
円
）
と
す
る
。 

第
九
条 

法
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
申
請
す
る
者
が

納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
二
、
九
〇
〇
円
（
再
登
録
を
申
請
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
、
八
五
〇
円
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
情
報
通
信
技
術
活

用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
し
て
登
録
を
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
、
一
五
〇
円
（
再
登
録
を
申
請

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
、
四
〇
〇
円
）
と
す
る
。 
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○
公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
（
第
三
条
第
一
号
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

（
共
同
利
用
施
設
の
範
囲
及
び
補
助
の
額
等
） 

 

第
五
条 

法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
に
係
る
施
設
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
施
設
と
し
、
こ
れ
ら
の
施
設
に
係
る
補
助
の
額
又
は
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
額
又
は
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
の
範
囲
内
で
国
土
交
通
大

臣
が
定
め
る
割
合
と
す
る
。 

（
共
同
利
用
施
設
の
範
囲
及
び
補
助
の
額
等
） 

 

第
五
条 

法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
に
係
る
施
設
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
施
設
と
し
、
こ
れ
ら
の
施
設
に
係
る
補
助
の
額
又
は
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
額
又
は
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
の
範
囲
内
で
国
土
交
通
大

臣
が
定
め
る
割
合
と
す
る
。 

 

補
助
に
係
る
施
設 

補
助
の
額
又
は
割
合 

 
 

補
助
に
係
る
施
設 

補
助
の
額
又
は
割
合 

 

 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

 

 

有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
六
十

四
条
第
一
項
第
二
号 

に
規
定
す
る
ラ
ジ
オ
放
送

の
業
務
を
行
う
た
め
の
設
備 

十
分
の
八 

 
 

有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
六
十

四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
ラ
ジ
オ
放
送

の
業
務
を
行
う
た
め
の
設
備 

十
分
の
八 

 

 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

（
同
上
） 

（
同
上
） 
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○
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）
（
第
三
条
第
二
号
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

（
民
生
安
定
施
設
の
範
囲
及
び
補
助
の
割
合
等
） 

 

第
十
二
条 

法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
に
係
る
施
設
は
、
次
の
表
の
第
二
欄
に

掲
げ
る
施
設
と
し
、
こ
れ
ら
の
施
設
に
係
る
補
助
の
割
合
又
は
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
割
合
の
範
囲
内
で
防
衛
大
臣
が
定
め
る
割
合
又
は
同
表

の
第
三
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。 

（
民
生
安
定
施
設
の
範
囲
及
び
補
助
の
割
合
等
） 

 

第
十
二
条 

法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
に
係
る
施
設
は
、
次
の
表
の
第
二
欄
に

掲
げ
る
施
設
と
し
、
こ
れ
ら
の
施
設
に
係
る
補
助
の
割
合
又
は
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
割
合
の
範
囲
内
で
防
衛
大
臣
が
定
め
る
割
合
又
は
同
表

の
第
三
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。 

項 

補
助
に
係
る
施
設 

補
助
の
割
合
又

は
額 

一 

有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十

二
号
）
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号 
に

規
定
す
る
ラ
ジ
オ
放
送
の
業
務
を
行
う
た

め
の
施
設 

十
分
の
八 

二
～

十
六 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

項 

補
助
に
係
る
施
設 

補
助
の
割
合
又

は
額 

一 

有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十

二
号
）
第
六
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
ラ
ジ
オ
放
送
の
業
務
を
行
う
た

め
の
施
設 

十
分
の
八 

二
～

十
六 

（
同
上
） 

（
同
上
） 
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○
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
（
第
四
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

（
あ
っ
せ
ん
を
し
な
い
場
合
等
の
通
知
） 

第
六
条 

委
員
会
は
、
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
事
業
法
」
と
い
う
。
）
第
百
五

十
四
条
第
二
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
十
七
条

第
二
項
並
び
に
第
百
五
十
七
条
の
二
第
二
項
、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

百
三
十
一
号
）
第
二
十
七
条
の
三
十
八
第
三
項
並
び
に
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
百
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
り
あ
っ
せ
ん
を
し
な
い
も
の
と
し
た
と
き
は
、
当
事
者
に
対
し

、
遅
滞
な
く
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
当
事
者
間
に
合
意
が
成
立
す
る
見
込
み
が
な
い
場
合
に
お
い
て
あ

っ
せ
ん
を
打
ち
切
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

（
あ
っ
せ
ん
を
し
な
い
場
合
等
の
通
知
） 

第
六
条 

委
員
会
は
、
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
事
業
法
」
と
い
う
。
）
第
百
五

十
四
条
第
二
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
十
七
条

第
二
項
並
び
に
第
百
五
十
七
条
の
二
第
二
項
、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

百
三
十
一
号
）
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
二
項
並
び
に
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
百
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
り
あ
っ
せ
ん
を
し
な
い
も
の
と
し
た
と
き
は
、
当
事
者
に
対
し

、
遅
滞
な
く
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
当
事
者
間
に
合
意
が
成
立
す
る
見
込
み
が
な
い
場
合
に
お
い
て
あ

っ
せ
ん
を
打
ち
切
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

（
名
簿
の
作
成
） 

第
七
条 

委
員
会
は
、
事
業
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
十
七
条
第
四
項
並
び
に
第
百
五
十
七
条
の
二
第
四
項

、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
八
第
五
項
並
び
に
放
送
法
第
百
四
十
二
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る

委
員
会
の
委
員
そ
の
他
の
職
員
の
名
簿
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

（
名
簿
の
作
成
） 

第
七
条 

委
員
会
は
、
事
業
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
十
七
条
第
四
項
並
び
に
第
百
五
十
七
条
の
二
第
四
項

、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
四
項
並
び
に
放
送
法
第
百
四
十
二
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る

委
員
会
の
委
員
そ
の
他
の
職
員
の
名
簿
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
同
上
） 

（
あ
っ
せ
ん
及
び
仲
裁
の
申
請
手
続
） 

第
十
五
条 

事
業
法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
及
び
第

百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
八
第
一
項
及
び
第
二
項

並
び
に
放
送
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
並
び
に
事
業
法

（
あ
っ
せ
ん
及
び
仲
裁
の
申
請
手
続
） 

第
十
五
条 

事
業
法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
及
び
第

百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
一
項 

 
 
 
 

並
び
に
放
送
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
並
び
に
事
業
法
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第
百
五
十
五
条
第
一
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
七
条
第
三
項
及
び
第
百
五
十
七
条
の
二

第
三
項
、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
八
第
四
項
並
び
に
放
送
法
第
百
四
十
二
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
仲
裁
の
申
請
書
の
様
式
そ
の
他
申
請
手
続
に
つ
い
て
必
要

な
事
項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。 

第
百
五
十
五
条
第
一
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
七
条
第
三
項
及
び
第
百
五
十
七
条
の
二

第
三
項
、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
三
項
並
び
に
放
送
法
第
百
四
十
二
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
仲
裁
の
申
請
書
の
様
式
そ
の
他
申
請
手
続
に
つ
い
て
必
要

な
事
項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。 

 


